
緊急物資輸送に係る港湾機能継続計画の概要について

資料２



【各港湾】

伊勢湾ＢＣＰの目的

※相互に補完して
一体的に機能

1

10km

三河港

津松阪港

名古屋港

四日市港 衣浦港

伊勢湾における緊急物資及び通常貨物輸送ルート
～伊勢湾「くまで」作戦～

○伊勢湾全域に被害を及ぼすような広域災害に対し、復旧用資機材調達の制約等について関係者が認識を共有して広域での
連携体制を構築することで、湾域全体として港湾機能の早期回復を図ることを目的とする。

「伊勢湾ＢＣＰの策定」

【伊勢湾】

「港湾ＢＣＰの策定」

• 大規模災害発生時における、物流機能の低下を最小限に抑え、港湾機
能を早期に回復することが求められている。そのためにも、各港湾にお
いて関係者間の役割や行動を事前に計画し、情報共有することが重要
である。

• 南海トラフ巨大地震による被害は日本列島の太平洋側全体に及び、
伊勢湾内においても各港の港湾区域を超えた範囲まで港湾貨物や
瓦礫等の流出が想定されるなど、極めて広域的な災害となる。

• 各港の港湾物流機能の回復のためには、港湾区域外での啓開作業
が不可欠であり、このことに対応して、国が漂流物の除去を行える緊
急確保航路が位置付けられたことから、各港の港湾ＢＣＰに加え、緊
急確保航路を対象とした啓開計画の策定が必要となっている。

• 南海トラフ巨大地震のような広域災害では、地域外からの支援が期
待できず、航路啓開及び復旧工事等に必要な資機材の調達等に限
界があることなど、伊勢湾の港湾物流機能の早期回復のためには、
資機材の調達等の制約条件を考慮し、港湾相互の連携を踏まえた
回復の考え方を検討する必要がある。

【伊勢湾ＢＣＰの必要性】

※海交法上の航路
(伊良湖水道航路) を含む



地震・津波による被害の想定

・津波漂流シミュレーション
・岸壁の耐震性照査

個
別
港
湾

広
域
連
携
課
題

緊急確保航路等の啓開計画の検討

必要な資機材の調達

港湾物流機能の回復
（各港の特性を踏まえて検討）

関係者間の役割分担の明確化

関係者間の連携体制の構築

伊勢湾BCPの策定

名古屋港
ＢＣＰ

三河港
ＢＣＰ

衣浦港
ＢＣＰ

四日市港
ＢＣＰ

津松阪港
ＢＣＰ

広域的視点での連携対応

個別港湾での対応

貨物の特性の把握・需要想定

機能回復目標の設定
（目標時期・目標水準）

航路啓開計画・施設復旧計画の検討

具体的な回復目標に応じた
行動計画の策定
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伊勢湾ＢＣＰ策定までの検討の流れ



津波漂流物の想定
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○港内の原木・小型船・自動車・コンテナを対象とした漂流シミュレーションによると、小型船や原木などの漂流
物は港外に流出し、潮流によって伊勢湾内を浮遊して、滞留・沈降することで伊良湖水道航路から各港に至
る海上輸送の支障となる可能性が高い。

○自動車やコンテナは海水の流入により港内で沈降・沈没し、港外へは流出しないと想定される。

○なお、現在震災瓦礫等を含む漂流シミュレーションを実施しており、その結果を踏まえて津波漂流物による
被害想定をより具体化していく。

地震発生２４時間後 ３日後 ５日後

◆伊勢湾における津波漂流物の動き

開発保全航路（既存）

緊急確保航路
※海交法上の航路
(伊良湖水道航路) を含む

港湾区域
小型船

原木

【凡例】

津松阪港

四日市港

名古屋港

衣浦港

三河港

津松阪港

四日市港

名古屋港

衣浦港

三河港

津松阪港

四日市港

名古屋港

衣浦港

三河港

緊急確保航路において
重点的な啓開が必要と
想定される箇所

漂流物の流出方向

漂流物の移動前の位置

※シミュレーションの前提条件
原木、小型船などの漂流物は浮遊物として扱う
自動車・コンテナは沈降物として扱い、着水から徐々に沈降し海底に着底する。
着底までの時間は、自動車は着水から15分、コンテナは24時間で沈没し着底する。



耐震強化岸壁等の位置図
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衣浦港

三河港

津松阪港

名古屋港 耐震強化岸壁数（バース）

（緊急物資輸送用）
整備済：３ 未整備：３

（幹線貨物輸送用）
整備済：４ 未整備：４

三河港 耐震強化岸壁数（バース）

（緊急物資輸送用）
整備済：３ 未整備：１

衣浦港 耐震強化岸壁数（バース）

（緊急物資輸送用）
整備済：３

鳥羽港 耐震強化岸壁数（バース）

（緊急物資輸送用）
整備済：２

白子港 耐震強化岸壁数（バース）

（緊急物資輸送用）
未整備：１

四日市港 耐震強化岸壁数（バース）

（緊急物資輸送用）
整備済：１ 未整備：１

（幹線貨物輸送用）
未整備：１

津松阪港 耐震強化岸壁数（バース）

（緊急物資輸送用）
整備済：２ 未整備：１

名古屋港

四日市港

白子港

鳥羽港

【凡例】
（緊急物資輸送用）

●：耐震強化岸壁（整備済）
○：耐震強化岸壁（未整備）

（幹線貨物輸送用）

●：耐震強化岸壁（整備済）
○：耐震強化岸壁（未整備）

：緊急確保航路
※海交法上の航路（伊良湖水道航路）を含む

：開発保全航路（既存）

※ 耐震強化岸壁とは、大規模災害が発生した際に、発災直後
から緊急物資等の輸送や経済活動の確保を目的とした、通常
岸壁よりも耐震性を強化した岸壁のこと

※ 幹線貨物輸送とは、重要なコンテナターミナル、定期フェ
リーターミナル、定期ＲＯＲＯターミナル等の輸入拠点と
なる国際物流ターミナルのこと

緊急確保航路



燃油確保への港湾の対応
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○東日本大震災では、石油精製・輸送施設が広域で被災したことに加え、海上輸送ルートが途絶えたことにより、災害復旧活
動に必要な燃料供給が不十分となった。

○伊勢湾が被災した場合においても災害復旧活動のための燃料確保が重要な課題であり、各港には石油製品保管施設が立
地していることから、燃油供給の観点から航路機能の維持が重要である。

名古屋港

５１９万ｋｌ
（１０施設）

四日市港

５２５万ｋｌ
（４施設）

衣浦港

０万ｋｌ
（０施設）

津松阪港

０万ｋｌ
（０施設） 三河港

１．８万ｋｌ
（３施設）

◆伊勢湾各港における石油製品保管施設（保管容量）※
※保管施設は、製油所、油槽所、備蓄施設を示す。
なお、燃料油以外の石油製品も含む。

【凡 例】

● ：保管施設立地場所

：緊急確保航路
※海交法上の航路 (伊良湖水道航路)

を含む

：開発保全航路（既存）

注）海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく調査結果報告書より



○三大湾においては津波流出物が狭隘な湾内の一般海域に滞留することで湾内各港への入出港が困難となり、港湾区域外
においても航路啓開が必要となる可能性が高い。このため、非常災害時に緊急物資を輸送する船舶の通航ルートを「緊急確
保航路」として政令指定し、国が迅速に障害物の除去を行えることとした（H26.1政令施行）。

「緊急確保航路」制度の概要 伊勢湾に係る緊急確保航路

【凡例】

伊勢湾内の主要な港湾の耐震強化岸壁に繋がるように
湾口部から各港湾区域までを指定した。

● 耐震強化岸壁（既設）

●

●

●

● ●●

●
●

●
●

●

緊急確保航路
※海交法上の航路(伊良湖水道航路)
を含む

津松阪港

名古屋港

四日市港

三河港

衣浦港

開発保全航路（既存）

○国土交通大臣は、緊急確保航路内において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又
は処分することができる。
○この行為により、損失を受けた者に対し、その損失を補償する。

○何人も、緊急確保航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で 国土交通省令で定め
るものを捨て、又は放置してはならない。

○緊急確保航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者
は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

平常時

災害時

災害時に緊急物資を輸送する船舶の通航ルートを確保するため、国が所有
者の承諾なく漂流物の除去を行える航路を「緊急確保航路」として指定した。

●

6

●

●

港湾区域

耐震強
化岸壁

湾域などの港湾区域外の航
行ルートにおいて、障害物を
除去する制度がない

現 状

制度改正後

一般水域

緊急確保航路

国が緊急確保航路として
指定し、迅速に航路啓開
（障害物の除去）

伊勢湾に係る緊急確保航路の指定



航路啓開の実施手順

①．被災地の状況把握

大規模地震発生・津波来襲

②．深浅測量（異常点調査）

③．航路啓開作業方針・優先順位の決定

④．障害物の除去

○防災ヘリ、一般航行船舶、陸上からの目視調
査による情報収集

○マルチビームソナー等を用いた深浅測量に
よって海底障害物の状況を面的に把握

○障害物情報を一元的に集約

○深浅測量（異常点調査）結果に基づき、啓開
作業の方針および優先順位を決定

○応急公用負担権限行使の発動の判断
○潜水調査によって確認した海底障害物および
海上浮遊物の除去作業を実施

⑤．確認測量

○障害物除去が完了した水域について、マルチ
ビームソナー等を用いた確認測量を実施

⑥．航路啓開後の利用水深の決定・公表

○確認測量が完了した水域について、利用水深
およびその範囲を決定・公表する

岸
壁
の
応
急
復
旧
作
業

港
内
道
路
の
啓
開
作
業

背
後
の
道
路
啓
開
作
業
【
く
し
の
歯
作
戦
】

港湾物流機能の回復

緊
急
確
保
航
路
お
よ
び
港
湾
区
域
内
の
航
路
の
啓
開
作
業
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○航路啓開の実施にあたっては、被害情報や道路啓開
情報等の収集・整理、迅速な作業船団の調達などに
ついて、多様な関係機関との連携が必要。

○現在、関係機関の間で個別に災害協定等が締結され
ているが、伊勢湾地域全体の航路啓開を検討するた
め、関係機関との認識の共有や合意形成など包括的
な連携体制の構築が重要である。

関係機関との連携



資機材の調達に係る広域連携
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○平常時に伊勢湾内の港湾に係留する起重機船、グラブ浚渫船の状況を基にして、津波等による船舶被災がないと仮定すると、航路啓開や施設
復旧に従事できる作業船は１３～１８船団程度と想定される。

伊勢湾内の現有作業船の想定

○被災地への海上からの緊急物資供給を迅速に開始することが求めら
れるため、発災後３日以内に各港湾への最小限の海上輸送ルートを
確保することを目標とする。

○なお、海上作業の実施については津波警報等の解除後となることが
考えられることから、ＧＰＳ波浪計情報の活用などを含め、早期に作
業着手できる方策の検討も必要。

航路啓開・施設復旧の考え方

津松阪港

０船団

衣浦港

１船団
三河港

０船団

○被災時には、港湾区域内での航路啓開や施設復旧に加えて、港湾区
域外の一般海域においても航路啓開が必要になると想定される。

○港湾区域内及び港湾区域外の一般海域で想定される作業量に対し、
従事できる作業船団数が限定されることが想定される。

○このため、実際の被災状況や被災時の作業船団の所在状況並びに
道路啓開状況等を踏まえて、港湾区域内も含めて伊勢湾内での作
業船団をどのように配置すべきかについて関係機関による合意形成
の場を構築する必要がある。

作業船団配置にあたっての課題

○港別の作業船団所在数と啓開必要海域の想定

名古屋港

８～11船団

四日市港

４～６船団

伊勢湾全体

13～18船団

程度と想定

：被害想定により重点的な啓開
が必要と考えられる海域の例

注）作業船団数はＨ２５年５月～Ｈ２６年１月の在港実績から想定



○港湾機能の早期回復を図るためには、事前に関係者間での連携調整の体制づくりを行う必要がある。
○復旧作業における資機材の調達、動員にあたっては、関係機関の役割分担を明確にした上で、指揮命令系
統の一本化をすることが重要。

伊勢湾ＢＣＰの連携体制

中部運輸局

海運関係者

港湾管理者

災害協定団体

第四管区
海上保安本部

中部地整
港湾空港部 道路管理者

要請

連携

港運関係者
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連携

連携

その他関係者

地方自治体


